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＜設計において景観形成のために、配慮された事項、考え方等をご記入下さい＞ 

 

 指 針 基 準 景観形成上の工夫・配慮事項 適合 

大 

景 

観 

□ 背景となる赤城山

の眺めと、南側に

広がる市街地の眺

望や南西部に連な

る山々の眺めを保

全する。 

□ その他の指針は類

型共通指針による。 

 

□ 建築物等は、周辺の樹木の高さ

との連続性や地形の起伏になじ

ませた屋根形状など、地形との

一体感を感じられる配置意匠と

する。 

 □ 

□ 赤城山南麓に位置する建築物等

は、南側に広がる市街地の眺め

を生かした配置意匠を心がける。 

 □ 

□ その他の基準は類型共通基準に

よる。 
 □ 

小 

景 

観 

□ 豊かな自然景観を

大切に保全し、変

化に富んだ美しい

山並み風景や眺望

風景を生かした景

観形成に努める。 

□ その他の指針は類

型共通指針による。 

□ 建築物等や屋外広告物は、豊か

な自然景観を壊さないよう周辺

環境に調和した配置掲出方法と

する。 

 □ 

□ 建築物等は、変化に富んだ美し

い山並み風景や眺望風景を生か

した配置意匠とすることにより、

周辺の自然環境を取り入れた質

の高い景観形成に努める。 

 □ 

□ 道路や交通設備、公共サインな

どの公共施設などは、統一感の

ある配置掲出方法とし、連続す

る緑の風景を壊さず、質の高い

景観形成に寄与するよう努める。 

 □ 

□ その他の基準は類型共通基準に

よる。 
 □ 

※「景観形成上の工夫・配慮事項」が計画と整合しているか、適合審査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


